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１ 水道事業の経営の仕組みについて

① 独立採算制

・水道事業の経営は、地方公営企業法の規定により『独立採算制』を採用しています。

・そのため、水道事業に必要な経費は「税金」ではなく「水道料金」によってまかなっています。

「税金」によって行われる事業 「水道料金」によって行われる事業

１

市民生活
防災
教育
福祉・医療
都市整備
環境 など

水道事業
（安心・安全な水の安定供給）



【参考】水道事業イメージ図 【参考】主な費用の構成（令和３年度）

２

川の水を飲めるようにする。

②配水池

①浄水場

お客様

④水道料金センター

③水道管

水道水を貯めおく。

蛇口まで水道水をお届けする。

検針、収納など

顧客管理をする。

①浄水場の管理に

要する費用

１１.７億円

（１８.５％）

②配水池の管理に

要する費用

０.７億円

（１.１％）

③水道管の管理に

要する費用

６.９億円

（１０.９％）

④料金の収納等に

要する費用

４.２億円

（６.６％）

企業債利息

６.６億円

（１０.４％）

その他の費用

５.９億円

（９.４％） 合計：６３.３億円

減価償却費

２７.３億円

（４３.１％）



② 現行の料金制度

・水道料金は「基本料金」と「従量料金」から構成されています。

・「基本料金」は水のご使用量に関係なく必要となる経費に対するもので、

ご使用になる水道の口径に応じて料金を設定しています。

・「従量料金」は水のご使用量に応じていただく料金で、

ご使用になればなるほど単価が高くなります。（逓増制）

３



４

【参考】口径別 １か月分の水道料金表（税抜）

第１段 第２段 第３段 第４段 第５段 第６段

従量料金（１㎥につき）

６６，０００円

１，０００円

７００円

２１㎥～３０㎥

１６５円

３１㎥～５０㎥

２００円

５１㎥～１００㎥

２５０円

１０１㎥～

３３０円

口 径

２０㎜

２５㎜ １，４００円

基本料金

２００㎜

１㎥～１０㎥

２０円

１１㎥～２０㎥

１４０円

１㎥～２０㎥

１４０円１００㎜ ２１，４００円

１５０㎜ ４６，０００円

４０㎜ ３，５００円

５０㎜ ６，６００円

７５㎜ １３，４００円

１３㎜



③ 現行の料金制度 確立の経緯

・本市では、水道法の規定に基づき、市民の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図ることを

目的として、一定量の「生活用水」については低廉な価格で提供しています。

・当時（平成１０年）は、渇水による「水不足」に対応するため、節水に協力を求める必要

がありました。

・このような状況から、限りある水資源の有効活用を促進することについても配慮し、

従来どおりの「段階別水量区分」及び「逓増制」を導入しています。

５



２ 水道料金収入の状況について

① 水道料金収入の推移（減少し続ける水道料金収入）

・令和３年度の水道料金収入は約６４億円で、平成１０年度の水道料金収入（約９０億円）に

比べて約２６億円減少し、平成１０年２月の料金改定前に比べても水道料金収入は約１２億円

少なくなっています。

75.9億円

89.6億円

76.8億円

66.3億円
64.0億円

60億円

70億円

80億円

90億円

平成９年度 平成10年度 平成20年度 平成30年度 令和３年度

水道料金収入の推移

２４年間で約２６億円の

水道料金収入が減少！！

前回の水道料金改定前である

平成９年度の水道料金収入に比べ

約１２億円も少なくなっている！

６



55.3億円

48.3億円

43.4億円 43.4億円

40,037,018㎥

36,127.282㎥

32,895,080㎥ 32,920,795㎥

平成10年度 平成20年度 平成30年度 令和3年度

使用水量等の推移

水道料金 使用水量

使用水量
△7,116,223㎥

水道料金
△11.9億円

給水人口 381,229人 363,784人 350,658人 347,258人

１人あたりの
１日使用水量 288ℓ 272ℓ 257ℓ 260ℓ

② 水道料金の減少要因

・一般家庭（口径13mm・20mm）について

【 減少要因その１ 】

給水人口の減少 及び 節水機器の普及に伴い、使用水量及び水道料金収入は年々減少しています。

給水人口
△33,971人

１人あたりの
１日使用水量
△28ℓ ７

平成10年度と比較
した令和3年度の
状況



21.3㎥

17.6㎥

15.3㎥ 15.1㎥

156,716戸

170,888戸

178,677戸

181,303戸40,037,018㎥

36,127,282㎥

32,895,080㎥
32,920,795㎥

平成10年度 平成20年度 平成30年度 令和3年度

使用水量等の推移

1戸当たり月使用水量 給水戸数 使用水量

給水戸数
+24,587戸

使用水量
△7,116,223㎥

1戸当たりの
月使用水量
△6.2㎥

・一般家庭（口径13mm・20mm）について

【 減少要因その2 】

使用水量が減少している状況において、核家族化により給水戸数が増加していることにより、

１戸当たりの使用水量が減少し、減収を拡大させています。

8

平成10年度と比較
した令和3年度の
状況



90円

115円

132円

149円

159円

174円

120円
130円

142円

156円

165円 179円

60円

80円

100円

120円

140円

160円

180円

200円

10㎥ 20㎥ 30㎥ 40㎥ 50㎥ 60㎥

口径13㎜ 口径20㎜

令和3年度給水原価
158.67円

1月の使用水量

原価割れを起こしている部分

73,330件
（40.4％）

△78,095千円

水道料金単価

47,322件
（26.1％）

△72,786千円

19,488件
（10.8％）

△27,222千円

5,928件
（3.3％）

△3,971千円

35,235件
（19.4％）

＋36,704千円

・使用水量が少ない場合の水道料金単価は、給水原価（製造単価）を大きく下回ります。

9

【参考】 給水原価と水道料金単価の比較



34.0億円

28.3億円

22.7億円
20.5億円

11,133,904㎥

9,287,780㎥

7,528,180㎥
6,829,135㎥

平成10年度 平成20年度 平成30年度 令和3年度

使用水量等の推移

水道料金 使用水量

使用水量
△4,304,769㎥

水道料金
△13.5億円

平成10年度と比較
した令和3年度の
状況

・大口使用者（口径25mm以上）について

【減少要因その３】

大口使用者においても、節水対策等により使用水量が大きく減少しています。

大口使用者は、最大従量料金（330円）を乗じた水道料金が減少するため、水道

事業における影響は非常に大きくなります。

10



【参考】口径別の給水戸数及び水道料金

11

口径別給水戸数の比率

13㎜
81.0％

20㎜
16.6％

25㎜以上
2.4％ 20㎜

16.4％

25㎜以上

32.1％

13㎜

51.5％

口径別水道料金の比率

口径ごとの給水戸数の比率において、25㎜以上は「2.4％」となっていますが、

水道料金の比率においては、「32.1％」となっています。



３ 減少し続ける水道料金収入への対応について

① 経費削減対策の実施

・減少し続ける水道料金収入に対応するため、業務の一部を民間に委託するなど 、経営の効率化を

図り、様々な経費削減対策を実施してきました。

⇒その結果、平成１０年２月に実施した料金改定以降、実質的な料金改定は行っていません。

（※ただし、消費税の引き上げによる料金改定は除きます。）

経費削減対策 と その効果

12



② 経費削減対策の限界

・水道事業においては、これまで水道施設の老朽化や耐震化等に対応するための施設整備を実施し、

その結果、減価償却費が増加しました。

【参考】減価償却費：水道施設等の整備に要した経費を耐用年数（資産を使用することができる期間）に
応じて費用計上したもの。

（例）自動車（耐用年数：5年）を100万円で取得した場合
⇒5年間、毎年20万円（＝100万円÷5年）ずつ減価償却費を計上する。

※新たに購入した車も、経年劣化が進むと、いずれは買い替えが必要になります。
減価償却費は、車を新たに購入するための費用として貯めておくための経費です。

13

・そのような状況下においても、人件費や企業債利息などの経費を削減し、減少し続ける料金収入
に対応してきました。

・引き続き、経費の削減に努めてはいますが、減価償却費の増加などが要因となって、経費の削減
対策はもはや限界を迎えつつあります。



【参考】給水原価 ＝ 給水原価算出基礎経費 ÷ 有収水量

14

29.6億円 22.0億円

10.1億円 9.9億円

15.8億円
11.9億円

8.4億円 6.6億円

13.3億円
20.9億円

24.7億円 27.3億円

10.3億円
11.1億円

12.1億円 11.2億円

9.8億円
7.0億円

8.6億円 8.3億円

0

10

20

30

40

50

60

70

80

平成10年度 平成20年度 平成30年度 令和３年度

給水原価算出基礎経費の推移

人件費

企業債利息

減価償却費

委託料

その他

計：78.8億円

計：63.3億円
・平成１０年度に比べて

約１６億円減少している。

・うち、人件費減少額

⇒約２０億円

・うち、企業債利息減少額

⇒約９億円

その一方で、

・減価償却費が

平成１０年度に比べて

約１４億円増加している。

有収水量 51,643,984㎥ 45,723,690㎥ 40,845,435㎥ 39,903,448㎥

給水原価 152.50円 159.44円 156.38円 158.67円

計：63.9億円

計：72.9億円



４ 企業債残高と水道料金収入の関係について

① 企業債の活用

・水道事業においては、水道施設を整備するため、水道料金収入の他、補助金や出資金など

の財源を確保するとともに、企業債の借入を行っています。

・企業債を借り入れる理由は、水道施設の整備に要する費用を水道事業が提供するサービス

を受ける世代間で応分に負担し、公平性を保つためです。

・一方、水道施設整備の財源として過大に企業債の借入を行ってしまうと、借入による支払

利息が増加するなど、経費が増加することとなるため、適正な運用を行う必要があります。

15



② 多額の企業債残高

【現状】

・平成10年２月における水道料金の改定後も、世代間における負担の公平性を保つため、企業債の

借入を行ってきました。

・平成２０年度に至るまで、借入額は返済額を上回っていましたが、補助金など企業債以外の財源を

積極的に活用したことや、国制度の繰上償還などを活用し、令和３年度末における企業債残高は

約４２１.４億円となっております。

しかし、平成１０年度末と比較すると、約６８.５億円多い状況となっています。

・令和３年度における企業債残高は給水収益の約６.６倍で、中核市の平均（約２.８倍）と比べても

かなり高い割合になっています。

16

【参考】企業債の借入額、返済額 及び 残高の推移

平成１０年度 平成２０年度 平成３０年度 令和３年度

借 入 額 21.6億円 21.9億円 18.8億円 17.2億円

返 済 額 12.0億円 20.0億円 24.6億円 28.1億円

残　 高 352.8億円 490.2億円 463.2億円 421.4億円

・平成１０年度末残高と比べると

約６８.５億円の増

※なお、平成２０年度末残高と

比べると、約６８.９億円の減



【今後の見込みと水道料金収入との関係】

・企業債の借入額については、今後の水道施設の整備（改築・耐震化・新設）に伴い、さらに

増加することが予想されます。

・水道施設整備の資金を企業債の借入により確保した場合にも、その返済資金には水道料金が

主な財源となります。

17



５ 安定した水道事業を実施していくための課題の整理

水道事業を継続していくための料金体系の在り方

・水道事業を継続していくためには、適正な投資（改築・耐震化・新設）を行う必要があります。

・物価の高騰による事業費の増加や、使用水量の減少による水道料金収入の減少など、厳しい

状況下においても、引き続き効率的かつ能率的な運営を行い、経営の健全性を維持していく

必要があります。

・現状を踏まえた適正な水道料金体系の在り方について検討する必要がありますが、その際には

① 公正妥当なものであること

② 適正な原価を基礎とするものであること

③ 地方公営企業の健全な運営を確保するに足りるものであること

の３点について考慮する必要があることから、委員の皆様から御意見をいただきながら、

取り組んでいきたいと考えています。
18



ご清聴、ありがとう
ございました。


